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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第８期

第２四半期連結
累計期間

第９期
第２四半期連結
累計期間

第８期
第２四半期連結
会計期間

第９期
第２四半期連結
会計期間

第８期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (百万円) 24,837 15,951 12,125 8,749 42,526

経常損失(△) (百万円) △245 △2,004 △300 △652 △2,697

四半期
(当期)純損失(△)

(百万円) △266 △2,053 △329 △657 △4,782

純資産額 (百万円) ― ― 6,289 861 1,172

総資産額 (百万円) ― ― 31,702 24,696 25,303

１株当たり純資産額 (円) ― ― 76,475.34△31,002.102,494.52

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △3,850.82△29,767.32△4,766.57△9,534.55△69,207.75

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 19.8 3.5 4.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 411 328 ― ― △1,373

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △863 △694 ― ― △1,840

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4 691 ― ― 2,916

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 1,386 1,708 1,444

従業員数 (名) ― ― 3,913 3,565 3,663

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第８期、第８期第２四半期連結累計期間、第８期第２四半期連結会計期間、第９期第２四半期連結累計期間及

び第９期第２四半期連結会計期間の、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在

株式は存在しますが１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれる事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 3,565

(注) 従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(名) 372

(注) 従業員は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

リレー部門 2,466 △34.8

コネクタ部門 586 △53.6

入出力デバイス部門 4,273 △15.7

その他 821 △25.6

合計 8,147 △27.4

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門 受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

リレー部門 3,449 △12.3 2,905 △17.4

コネクタ部門 728 △40.5 504 △39.5

入出力デバイス部門 4,490 △11.6 4,763 △15.1

その他 985 △21.8 617 10.0

合計 9,654 △16.0 8,791 △16.5

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　外貨建て受注高については期中平均相場により円貨に換算し、外貨建て受注残高については連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算しております。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

リレー部門 2,773 △32.1

コネクタ部門 663 △51.7

入出力デバイス部門 4,387 △19.4

その他 925 △24.4

合計 8,749 △27.8

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

富士通エレクトロニクス㈱ 2,660 21.9 2,181 24.9

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、本四半期報告書提出日現在にお

いて当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 継続企業の前提に関する重要事象等

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの主要市場である車載・産業機器、情報通信など

の市場の昨年来の落ち込みは、今年度に入り一部に下げ止まりの兆候が見られるものの、本格的な回復

には至らず、当四半期純損失657百万円を計上しております。

このような市場環境の厳しい状況の継続により、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす

可能性があります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

１．提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内

容

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済環境は、景気対策や在庫調整の進展により、最悪期

を脱しつつあるものの、依然として本格的な回復への道筋が見えない厳しい状態が続いております。

当社グループが属する電子部品業界におきましても、お客様における在庫調整が進んだのに加え、一

連の景気対策効果により車載用で所要増がみられるものの、産業機器用の需要が低迷しており、依然と

して厳しい環境が続いております。

このような厳しい経営環境のもと、お客様起点に立ったソリューションビジネスによる拡販に努め

た結果、受注高につきましては、リレーを中心としてお客様での在庫調整が進んだこともあり前年第２

四半期会計期間比の約8割超まで回復しておりますが、当第２四半期連結会計期間の連結売上高は

8,749百万円(前年同期比27.8％減)となりました。

　

（リレー部門）

車載・産業機器市場で一部所要増があるものの、未だ本格的な回復には至らず売上高は2,773百万

円(前年同期比32.1％減)となりました。

（コネクタ部門）

主力市場であります情報ネットワーク機器市場及び産業機器市場の落ち込みにより売上高は663

百万円(前年同期比51.7％減)となりました。

（入出力デバイス部門）

車載・決済端末市場の低迷によるタッチパネルの減、ノートパソコン用キーボードの減等により

売上高は4,387百万円(前年同期比19.4％減)となりました。

（その他部門）

車載市場の低迷によるコントロール基板の大幅減により売上高は925百万円(前年同期比24.4％

減)となりました。

　

損益面につきましては、３月27日に公表しました事業再生計画を元に、リレー事業体制の再編、人員

のスリム化及び徹底的なコスト削減を進めております。事業再編や徹底的なコスト削減の効果による

固定費削減に努めたものの、売上高の減少による影響が大きく、第２四半期会計期間の営業損失は551

百万円(前年同期は営業損失121百万円)、経常損失は652百万円(前年同期は経常損失300百万円)、四半

期純損失は657百万円(前年同期は四半期純損失329百万円)となりました。
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[所在地別の業績]

1.　日本

国内は、車載・産業機器市場の低迷により、売上高は5,468百万円(前年同期比24.9％減)となりま

した。営業損益は、主に需要低迷に伴う未稼働ロスの増の影響で418百万円の営業損失(前年同期は営

業損失99百万円)となりました。

2.　アジア

アジアは、中国市場を中心とした通信・産業機器向けリレーの需要低迷、民生・産業機器向けタッ

チパネルの所要減、ノートパソコン用キーボードの所要減等により売上高は1,821百万円(前年同期

比26.3％減)、95百万円の営業損失(前年同期は営業利益28百万円)となりました。

3.　北米

北米は、車載向けリレーや情報ネットワーク機器向けコネクタ、サーマルプリンタの所要低迷によ

り売上高は551百万円(前年同期比37.3％減)、18百万円の営業損失(前年同期は営業利益7百万円)と

なりました。

4.　ヨーロッパ

ヨーロッパは、車載向けリレーの需要低迷により売上高は907百万円(前年同期比39.4％減)、21百

万円の営業損失(前年同期は営業損失60百万円)となりました。

　

また、海外売上高は北米、ヨーロッパ、アジア全域での需要低迷により3,562百万円(前年同期比

30.9％減)となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は24,696百万円となり、前連結会計年度末に比べ606百万円減

少いたしました。流動資産は11,800百万円となり、前連結会計年度末に比べ0百万円増加いたしました。

主な要因は、現金及び預金の増加(264百万円)、受取手形及び売掛金の減少(52百万円)、商品及び製品の

減少(206百万円)等によるものであります。有形固定資産は11,582百万円となり、前連結会計年度末に

比べ489百万円減少いたしました。主な要因は、減価償却費が取得額を上回ったことによるものであり

ます。無形固定資産は721百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。投資その

他の資産は592百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は23,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円

減少いたしました。流動負債は16,628百万円となり、前連結会計年度末に比べ349百万円減少いたしま

した。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加(811百万円)、短期借入金の減少(1,163百万円)によるも

のであります。固定負債は7,207百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円増加いたしました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は861百万円となり、前連結会計年度末に比べ310百万円

減少いたしました。主な要因は第三者割当増資(第２種優先株式)に伴う資本金の増加(1,000百万円)、

及び資本剰余金の増加(1,000百万円)、当第２四半期純損失(2,053百万円)、為替換算調整勘定の減少

(257百万円)によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,708百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは829百万円(前年同期比395百万円の増)の収入となりまし

た。税金等調整前四半期純損失652百万円の計上、減価償却費566百万円の計上、仕入債務の増加1,029

百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは156百万円(前年同期比249百万円の減)の支出となりまし

た。主に有形固定資産の取得による支出186百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは600百万円(前年同期比152百万円の増)の支出となりまし

た。主に、短期借入金の返済による減少522百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を特に定めて

おりません。

なお、当社は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本理念として、富士通グループ及び当社

グループで定められた共通の行動の原理・原則「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグルー

プミッション」に基づく企業運営が株主の皆様の利益に資するものと判断しております。

また、会社の支配に関する基本方針の在り方については、重要な経営課題のひとつであると認識して

おり、今後も「FUJITSU Way」及び「富士通コンポーネントグループミッション」を基本に、その具体

的な取り組み内容について、関係当局の見解や判断、社会動向を注視しつつ継続して検討を行ってまい

ります。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は521百万円であります。

　

２．継続企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策

「２　事業等のリスク」「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等」に記載しました重要事象等に

対し、平成21年６月25日提出の第８期有価証券報告書「７　財政状態及び経営成績の分析」「(5) 継続

企業の前提に関する重要事象等を解消するための対応策」にあります事業再生計画のうち、①経営リ

ソースの集中、②リレー事業体制の再編、③徹底的なコスト削減につきましては概ね計画通りです。

事業再生計画のうち、④富士通株式会社への優先株式の引受けの申し入れにつきましては、平成21年

６月29日に富士通株式会社より20億円の払い込みを受け、増資が完了しております。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 260,000

第１種優先株式 2,000

第２種優先株式 8,000

計 270,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 69,269 69,269
東京証券取引所
（市場第二部）

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式で
あり、単元株制度は採用して
おりません。

第１種優先株式 1,000 1,000 ― (注)２

第２種優先株式 2,000 2,000 ― (注)３

計 72,269 72,269 ― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの第１種優先株式及び第２種優

先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(注) ２　第１回第１種優先株式の内容は次のとおりであります。

(１)単元株制度は採用しておりません。

(２)優先配当金

(イ)剰余金の配当を行う場合の優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)または本

優先株式の登録株式質権者(以下「本優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本

優先株式１株につき下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「本優先配当金」という。)を行う。

(ロ)剰余金の配当を行う場合の優先配当金の額

本優先株式の発行価額(1,000,000円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率(以下「優先配当年率」

という。)を乗じて算出した額とする。

優先配当年率＝３月31日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の日本円ＴＩＢＯＲ(１年物)＋1.15％

優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

年率修正日は毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円ＴＩ

ＢＯＲ(１年物)」とは、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート(日本円ＴＩＢＯＲ)として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を指すものとする。日本

円ＴＩＢＯＲ(１年物)が公表されていない場合には、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン

時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円１年物ロンドン・インター・バンク・オファー

ド・レート(ユーロ円ＬＩＢＯＲ(１年物))として英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ず

るものと認められるものを用いる。
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(ハ)非累積条項

ある事業年度において、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が本優先

配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ニ)参加条項

普通株主または普通登録株式質権者に対して配当する剰余金の額を20倍した金額が、本優先配当金を超

える場合は、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して、その超える金額を本優先配当金に加算して

支払う。

(３)残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して、普通株主または普

通登録株式質権者に先立ち、１株につき1,000,000円(ただし、本優先株式について株式分割、併合その他調整

が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を

支払う。本優先株主または本優先登録株式質権者に対して前記のほか、残余財産の分配は行わない。

(４)取得等

当会社は、法令に定めるところに従って本優先株主との合意によりいつでも本優先株式を有償で取得する

ことができ、法令に定めるところに従ってこれを消却することができる。

(５)取得条項

当会社は、法令に定める場合を除き、本優先株式の発行日以降いつでも、本優先株主または本優先登録株式

質権者に対して取得日から30日以上45日以内の事前通知を行った上で、残存する本優先株式の全部または一

部を、１株につき1,010,000円(ただし、本優先株式について株式の併合または分割その他調整が合理的に必要

とされる事由が発生した場合には、かかる事項が行われる直前の本優先株式の経済的価値を維持できる範囲

で適切に調整された額とする。)で取得することができる。一部を取得するときは、抽選その他の方法により行

う。

(６)議決権条項

本優先株式は自己資本の充実および財務体質の強化を目的として発行したものであり、本優先株主は、株主

総会において、議決権を有しない。

(７)株式の併合または分割、新株予約権等  

当会社は、法令に定める場合を除き、本優先株式について、株式の併合または分割を行わない。当会社は、本

優先株主に対しては、本優先株主の地位に基づいて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えない。

当会社は、本優先株主には無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(８)普通株式への転換予約権（取得請求権）

(イ)取得を請求し得べき期間

本優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成16年11月10日から平成23年11月８日までとする。

(ロ)取得の条件

本優先株式は、上記(イ)の期間中、１株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株

式を交付するよう請求（以下「転換請求」という。）することができる。

(ａ)当初転換価額

当初転換価額は、237,000円とする。

(ｂ)転換価額の修正

平成16年11月10日から平成23年11月８日まで、毎月第２水曜日(以下「決定日」という。)の翌取引日

以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引日(終値(気配表示を含む。)のない日を除

き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価

算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

(気配表示を含む。)の平均値(1,000円未満を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正され

る。なお、時価算定期間内に、下記(c)②または③で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修

正後の転換価額は、本要項に従い当会社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結

果、修正後の転換価額が94,000円(以下「下限転換価額」という。ただし、下記(c)による調整を受け

る。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が308,000円(以下「上限

転換価額」という。ただし、下記(c)による調整を受ける。)を上回る場合には、修正後の転換価額は上

限転換価額とする。
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(ｃ)転換価額の調整

①当会社は、本優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により当会社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもっ

て転換価額を調整する。

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 既発行
＋
新発行・処分

×
１株当たりの

　 　 調整後 　
＝
　 調整前 　

×
普通株式数 普通株式数 払込金額

　 　 転換価額 　 　 転換価額 　 　 　 １株当たりの時価
　 　 　 　 　 　 　 　 　 既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

　

②転換価額調整式により本優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を新たに発行または当会

社の有する当会社の普通株式を処分する場合(ただし、当会社の普通株式の交付と引換えに取得

される証券もしくは取得させることができる証券または当会社の普通株式の発行もしくはこれ

に代えて当会社の有する当会社の普通株式の移転(以下当会社の普通株式の発行または移転を

「交付」という。)を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得

または行使による場合を除く。)。

調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降これを適用する。

(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金か

ら資本金に組入れられることを条件にその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する

旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の資本金の増加の決議をする株主総会の終結の日以

前の日を株式の分割のための基準日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の資本金

組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

なお、上記ただし書の場合において、株式の分割のための基準日の翌日から当該剰余金の資本金

組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法によ

り、当会社の普通株式を新たに発行する。

　

　 　 　 　 　 　 （調整前転換価額 　
×
　 調整前転換価額をもって転換により 　

　 　 株式数 　 ＝　 　－調整後転換価額)　 　 当該期間内に発行された株式数 　
　 　 　 　 　 　 調整後転換価額 　

　

この場合に、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条に定める方法によりこれを取

扱う。

(ⅲ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社

債を発行する場合。

調整後の転換価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当

初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌

日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。

③当会社は、上記②に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取　　締

役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

(ⅰ)株式の併合、資本金の減少、新設分割、吸収分割、または合併のために転換価額の調整を必要とす

るとき。

(ⅱ)その他当会社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 
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④(ⅰ)転換価額調整式を用いる計算については、1,000円未満を切り捨てる。

(ⅱ)転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記② (ⅱ)ただし書

の場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数

を除く。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配

表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、1,000円未満を切り捨てる。

(ⅲ)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な

転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその

日、または基準日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の

発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。

⑤上記①乃至④については、下限転換価額の調整についてこれを準用する。

(ｄ)転換により発行すべき普通株式数

本優先株式の転換により発行すべき当会社普通株式数は、次のとおりとする。

　

　 　  転換により発行す　
＝
　 本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額の総額

　 　  べき普通株式数 　 　 転換価額

　

転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

167条に定める方法によりこれを取扱う。

(ハ)転換請求受付場所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

(ニ)転換の効力発生

転換請求書及び本優先株式の株券が上記(ハ)に記載する転換請求受付場所に到着した時に、当会社は本

優先株式を取得し、当該転換請求をした株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式

の株主となる。ただし、本優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。

(９)普通株式への一斉転換（一斉取得）

平成23年11月８日までに転換請求のなかった本優先株式は、平成23年11月９日(以下「一斉転換日」とい

う。)をもって、その全部を取得する。当会社は、当該取得と引換えに、各本優先株主の有する本優先株式の払込

金額相当額を、一斉転換日に先立つ３取引日(一斉転換日を含み、終値（気配表示を含む。)のない日を除く。)

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値

(1,000円未満を切り捨てる。以下「強制転換価額」という。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただ

し、強制転換価額が94,000円(下限転換価額)を下回るときは、各本優先株主の有する本優先株式の払込金額相

当額を当該下限転換価額で除して得られる数の普通株式となる。上記の普通株式の数の算出に当たって１株

に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(10)種類株主総会の決議

会社法第322条第２項に関する定款の定めはございません。
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(注) ３　第１回第２種優先株式の内容は次のとおりであります。

(１)単元株制度は採用しておりません。

(２)優先配当金

(イ)剰余金の配当を行う場合の優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)または本

優先株式の登録株式質権者(以下「本優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下

「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、本

優先株式１株につき下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「本優先配当金」という。)を行う。

(ロ)剰余金の配当を行う場合の優先配当金の額

本優先株式の発行価額(1,000,000円)に、それぞれの事業年度ごとに下記の年率(以下「優先配当年率」

という。)を乗じて算出した額とする。

優先配当年率＝３月31日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の日本円ＴＩＢＯＲ(１年物)＋1.15％

優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

年率修正日は毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円ＴＩ

ＢＯＲ(１年物)」とは、午前11時における日本円１年物トーキョー・インター・バンク・オファード・

レート(日本円ＴＩＢＯＲ)として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を指すものとする。日本

円ＴＩＢＯＲ(１年物)が公表されていない場合には、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン

時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるユーロ円１年物ロンドン・インター・バンク・オファー

ド・レート(ユーロ円ＬＩＢＯＲ(１年物))として英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ず

るものと認められるものを用いる。

(ハ)非累積条項

ある事業年度において、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が本優先

配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ニ)参加条項

普通株主または普通登録株式質権者に対して配当する剰余金の額を20倍した金額が、本優先配当金を超

える場合は、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して、その超える金額を本優先配当金に加算して

支払う。

(３)残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、本優先株主または本優先登録株式質権者に対して、普通株主または普

通登録株式質権者に先立ち、１株につき1,000,000円(ただし、本優先株式について株式分割、併合その他調整

が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を

支払う。本優先株主または本優先登録株式質権者に対して前記のほか、残余財産の分配は行わない。

(４)取得等

当会社は、法令に定めるところに従って本優先株主との合意により平成21年12月29日からいつでも本優先

株式を有償で取得することができ、法令に定めるところに従ってこれを消却することができる。

(５)取得条項

当会社は、法令に定める場合を除き、本優先株式の平成21年12月29日からいつでも、本優先株主または本優

先登録株式質権者に対して取得日から30日以上45日以内の事前通知を行った上で、残存する本優先株式の全

部または一部を、１株につき1,010,000円(ただし、本優先株式について株式の併合または分割その他調整が合

理的に必要とされる事由が発生した場合には、かかる事項が行われる直前の本優先株式の経済的価値を維持

できる範囲で適切に調整された額とする。)で取得することができる。一部を取得するときは、抽選その他の方

法により行う。

(６)議決権条項

本優先株式は、財務体質の毀損の事前の解消及び財務基盤の強化を目的として発行したものであり、本優先

株主は、株主総会において、議決権を有しない。

(７)株式の併合または分割、新株予約権等  

当会社は、法令に定める場合を除き、本優先株式について、株式の併合または分割を行わない。当会社は、本

優先株主に対しては、本優先株主の地位に基づいて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を

与えない。

当会社は、本優先株主には無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
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(８)普通株式への転換予約権（取得請求権）

(イ)取得を請求し得べき期間

本優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成21年12月29日から平成28年６月29日までとする。

(ロ)取得の条件

本優先株式は、上記(イ)の期間中、１株につき下記(a)乃至(c)に定める転換価額により、当会社の普通株

式を交付するよう請求（以下「転換請求」という。）することができる。

(ａ)当初転換価額

当初転換価額は、39,800円とする。

(ｂ)転換価額の修正

平成21年12月29日から平成28年６月29日まで、毎月６月および12月の第２水曜日(以下「決定日」と

いう。)の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日を含む。)の３連続取引日(終値(気配表示を含

む。)のない日を除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日と

する。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通

取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(1,000円未満を切り捨てる。以下「決定日価額」とい

う。)に修正される。なお、時価算定期間内に、下記(c)②または③で定める転換価額の調整事由が生じ

た場合には、修正後の転換価額は、本要項に従い当会社が適当と判断する値に調整される。ただし、か

かる算出の結果、修正後の転換価額が当初転換価額の50％(以下「下限転換価額」という。ただし、下

記(c)による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額

が当初転換価額の150％(以下「上限転換価額」という。ただし、下記(c)による調整を受ける。)を上

回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。

(ｃ)転換価額の調整

①当会社は、本優先株式の発行後、下記②に掲げる各事由により当会社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもっ

て転換価額を調整する。

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 既発行
＋
新発行・処分

×
１株当たりの

　 　 調整後 　
＝
　 調整前 　

×
普通株式数 普通株式数 払込金額

　 　 転換価額 　 　 転換価額 　 　 　 １株当たりの時価
　 　 　 　 　 　 　 　 　 既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数

　

②転換価額調整式により本優先株式の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用

時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を新たに発行または当会

社の有する当会社の普通株式を処分する場合(ただし、当会社の普通株式の交付と引換えに取得

される証券もしくは取得させることができる証券または当会社の普通株式の発行もしくはこれ

に代えて当会社の有する当会社の普通株式の移転(以下当会社の普通株式の発行または移転を

「交付」という。)を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得

または行使による場合を除く。)。

調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌

日以降これを適用する。

(ⅱ)株式の分割により普通株式を発行する場合。

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。ただし、剰余金か

ら資本金に組入れられることを条件にその部分をもって株式の分割により普通株式を発行する

旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の資本金の増加の決議をする株主総会の終結の日以

前の日を株式の分割のための基準日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の資本金

組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

なお、上記ただし書の場合において、株式の分割のための基準日の翌日から当該剰余金の資本金

組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法によ

り、当会社の普通株式を新たに発行する。

　

　 　 　 　 　 　 （調整前転換価額 　
×
　 調整前転換価額をもって転換により 　

　 　 株式数 　 ＝　 　－調整後転換価額)　 　 当該期間内に発行された株式数 　
　 　 　 　 　 　 調整後転換価額 　

　

この場合に、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第167条に定める方法によりこれを取

扱う。
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(ⅲ)下記④(ⅱ)に定める時価を下回る価額をもって当会社の普通株式に転換される証券もしくは転

換できる証券または当会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社

債を発行する場合。

調整後の転換価額は、発行される証券または新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当

初の転換価額で転換されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の翌

日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための基準日がある場合は、その日の翌日以

降これを適用する。

③当会社は、上記②に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取　　締

役会が適当と判断する転換価額の調整を行うものとする。

(ⅰ)株式の併合、資本金の減少、新設分割、吸収分割、または合併のために転換価額の調整を必要とす

るとき。

(ⅱ)その他当会社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。

(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額

の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

④(ⅰ)転換価額調整式を用いる計算については、1,000円未満を切り捨てる。

(ⅱ)転換価額調整式に使用する時価は、調整後転換価額を適用する日(ただし、上記② (ⅱ)ただし書

の場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数

を除く。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配

表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、1,000円未満を切り捨てる。

(ⅲ)転換価額調整式で使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な

転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその

日、または基準日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の

発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社普通株式数を控除した数とする。

⑤上記①乃至④については、下限転換価額の調整についてこれを準用する。

(ｄ)転換により発行すべき普通株式数

本優先株式の転換により発行すべき当会社普通株式数は、次のとおりとする。

　

　 　  転換により発行す　
＝
　 本優先株主が転換請求のために提出した本優先株式の発行価額の総額

　 　  べき普通株式数 　 　 転換価額

　

転換により発行すべき普通株式数の算出に当たって、１株に満たない端数が生じたときは、会社法第

167条に定める方法によりこれを取扱う。

(ハ)転換請求受付場所

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

(ニ)転換の効力発生

転換請求書及び本優先株式の株券が上記(ハ)に記載する転換請求受付場所に到着した時に、当会社は本

優先株式を取得し、当該転換請求をした株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式

の株主となる。ただし、本優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。

(９)普通株式への一斉転換（一斉取得）

平成28年６月29日までに転換請求のなかった本優先株式は、平成28年６月30日(以下「一斉転換日」とい

う。)をもって、その全部を取得する。当会社は、当該取得と引換えに、各本優先株主の有する本優先株式の払込

金額相当額を、一斉転換日に先立つ３取引日(一斉転換日を含み、終値（気配表示を含む。)のない日を除く。)

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値

(1,000円未満を切り捨てる。以下「強制転換価額」という。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただ

し、強制転換価額が下限転換価額を下回るときは、各本優先株主の有する本優先株式の払込金相当額を当該下

限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付し、強制転換価額が上限転換価額を上回る場合には、当該上

限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。上記の普通株式の数の算出に当たって１株に満たな

い端数が生じたときは、会社法第234条に定める方法によりこれを取扱う。

(10)期中転換または一斉転換があった場合の取扱い

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の剰余金の配当は、４月１日に転換があったも

のとみなして支払うものとする。

(11)種類株主総会の決議

会社法第322条第２項に関する定款の定めはございません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年９月30日 ― 72,269 ― 6,764 ― 1,000

　

(5) 【大株主の状況】

①所有株式数別

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1-1 37,714 52.18

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
SWITZERLAND

1,849 2.55
(常任代理人
シティバンク銀行株式会社)

(東京都品川区東品川2丁目3-14
シティグループセンター)

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー　
505041

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7 BN U.K.
1,468 2.03

(常任代理人
香港上海銀行東京支店)

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1丁目1-5

1,254 1.73(常任代理人
資産管理サービス信託銀行株式
会社)

(東京都中央区晴海1丁目8-12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟)

大久保　敬　一 香川県観音寺市 1,000 1.38

北愛知リース株式会社 愛知県名古屋市北区若葉通1丁目38 544 0.75

柿　島　興　一 東京都江東区 513 0.70

針　山　ちゑ子 東京都目黒区 448 0.61

佐々木　律　男 静岡県賀茂郡西伊豆町 346 0.47

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロン
ドン　610

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM
MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

342 0.47
(常任代理人
ドイツ証券株式会社)

(東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー)

計 ― 45,478 62.87
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②所有議決権数別

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
(個)

総株主の
議決権に対する
所有議決権数
の割合(％)

富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1-1 34,714 50.31

UBS AG LONDON A/C IPB
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
SWITZERLAND

1,849 2.68
(常任代理人
シティバンク銀行株式会社)

(東京都品川区東品川2丁目3-14
シティグループセンター)

ステート　ストリート　バンク　ア
ンド　トラスト　カンパニー　
505041

12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7 BN U.K.
1,468 2.12

(常任代理人
香港上海銀行東京支店)

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1丁目1-5

1,254 1.81(常任代理人
資産管理サービス信託銀行株式
会社)

(東京都中央区晴海1丁目8-12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟)

大久保　敬　一 香川県観音寺市 1,000 1.44

北愛知リース株式会社 愛知県名古屋市北区若葉通1丁目38 544 0.78

柿　島　興　一 東京都江東区 513 0.74

針　山　ちゑ子 東京都目黒区 448 0.64

佐々木　律　男 静岡県賀茂郡西伊豆町 346 0.50

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロン
ドン　610

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM
MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

342 0.49
(常任代理人
ドイツ証券株式会社)

(東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー)

計 ― 42,478 61.51

　

(注)　次の法人から、平成21年２月18日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書の変更報告書により平成21年２

月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末にお

ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

JPモルガン・アセット・マネジ
メント株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目7番3号
東京ビルディング

2,656 3.78

計 ― 2,656 3.78

　

EDINET提出書類

富士通コンポーネント株式会社(E01871)

四半期報告書

18/39



(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

第１種優先株式
           1,000
第２種優先株式
           2,000

―

優先株式の内容は、「１．株式等の
状況」の「(１)株式の総数等」の
「②発行済株式」の注記に記載して
おります。

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　   277

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　68,992 68,992 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 72,269 ― ―

総株主の議決権 ― 68,992 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
富士通コンポーネント
株式会社

東京都品川区
東五反田二丁目３番５号

277 ― 277 0.38

計 ― 277 ― 277 0.38

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

①普通株式

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 41,80040,50038,10034,90033,20026,900

最低(円) 29,50036,50031,00025,80023,90019,800

(注)　株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

②第１種優先株式

当社第１種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。

　

③第２種優先株式

当社第２種優先株式は、非上場であるため、該当事項はありません。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
事業担当

取締役
システムデバイス事業担当

遠藤　孝夫 平成21年７月１日

取締役
コネクタ担当

取締役
ディスクリートデバイス事業

担当
宮澤　英夫 平成21年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表に基づいて作成しており

ます。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,708 1,444

受取手形及び売掛金 6,817 6,870

商品及び製品 2,163 2,370

仕掛品 296 304

原材料及び貯蔵品 668 698

その他 377 349

貸倒引当金 △233 △238

流動資産合計 11,800 11,799

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,661 2,704

機械装置及び運搬具（純額） 3,313 3,649

工具、器具及び備品（純額） 1,155 1,214

土地 3,957 3,957

建設仮勘定 494 545

有形固定資産合計 ※1
 11,582

※1
 12,071

無形固定資産 721 780

投資その他の資産

その他 673 737

貸倒引当金 △80 △85

投資その他の資産合計 592 651

固定資産合計 12,896 13,503

資産合計 24,696 25,303
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,888 6,077

短期借入金 7,171 ※2
 8,334

事業構造改善引当金 448 532

その他 2,119 2,034

流動負債合計 16,628 16,978

固定負債

長期借入金 3,008 3,009

退職給付引当金 2,908 2,733

役員退職慰労引当金 196 199

その他 1,094 1,211

固定負債合計 7,207 7,152

負債合計 23,835 24,131

純資産の部

株主資本

資本金 6,764 5,764

資本剰余金 6,680 5,680

利益剰余金 △12,083 △10,030

自己株式 △25 △25

株主資本合計 1,335 1,389

評価・換算差額等

土地再評価差額金 778 778

為替換算調整勘定 △1,253 △995

評価・換算差額等合計 △474 △217

純資産合計 861 1,172

負債純資産合計 24,696 25,303
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 24,837 15,951

売上原価 19,514 13,535

売上総利益 5,322 2,416

販売費及び一般管理費 ※１
 5,416

※１
 4,214

営業損失（△） △94 △1,797

営業外収益

受取ロイヤリティー 61 30

持分法による投資利益 48 2

助成金収入 － 53

その他 54 74

営業外収益合計 165 160

営業外費用

支払利息 74 91

為替差損 43 106

退職給付会計基準変更時差異の処理額 115 115

その他 83 52

営業外費用合計 316 366

経常損失（△） △245 △2,004

特別利益

投資有価証券売却益 ※２
 42 －

特別利益合計 42 －

特別損失

投資有価証券評価損 － ※３
 36

特別損失合計 － 36

税金等調整前四半期純損失（△） △202 △2,041

法人税、住民税及び事業税 71 11

法人税等調整額 △7 0

法人税等合計 63 12

四半期純損失（△） △266 △2,053
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 12,125 8,749

売上原価 9,566 7,233

売上総利益 2,559 1,515

販売費及び一般管理費 ※１
 2,680

※１
 2,066

営業損失（△） △121 △551

営業外収益

受取ロイヤリティー 43 20

持分法による投資利益 15 －

助成金収入 － 26

その他 23 49

営業外収益合計 82 96

営業外費用

支払利息 38 43

為替差損 126 64

退職給付会計基準変更時差異の処理額 57 57

その他 39 31

営業外費用合計 261 197

経常損失（△） △300 △652

税金等調整前四半期純損失（△） △300 △652

法人税、住民税及び事業税 35 5

法人税等調整額 △6 0

法人税等合計 29 5

四半期純損失（△） △329 △657
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △202 △2,041

減価償却費 1,393 1,071

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △6

受取利息及び受取配当金 △12 －

支払利息 74 91

持分法による投資損益（△は益） △48 △2

売上債権の増減額（△は増加） 373 △215

たな卸資産の増減額（△は増加） △580 145

仕入債務の増減額（△は減少） △159 1,146

投資有価証券売却損益（△は益） △42 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 175

投資有価証券評価損益（△は益） － 36

その他の流動資産の増減額（△は増加） △102 △81

その他の流動負債の増減額（△は減少） △144 263

その他の固定負債の増減額（△は減少） △92 △116

その他 7 6

小計 515 465

利息及び配当金の受取額 12 －

利息の支払額 △74 △95

法人税等の支払額 △44 △41

法人税等の還付額 2 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 411 328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △940 △716

有形固定資産の売却による収入 102 39

投資有価証券の売却による収入 54 42

無形固定資産の取得による支出 △77 △64

その他 △2 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △863 △694

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △46 △2

株式の発行による収入 － 2,000

自己株式の取得による支出 △1,016 －

配当金の支払額 △111 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,350 △1,155

リース債務の返済による支出 △171 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー 4 691

現金及び現金同等物に係る換算差額 41 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405 264

現金及び現金同等物の期首残高 1,792 1,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,386 1,708
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 24,551百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 24,449百万円

※２　――――――――――――――――――――― ※２　シンジケート方式によるコミットメントライン契

約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行２行との間で総額30億円を借入れ枠とす

るシンジケート方式によるコミットメントライ

ン契約を締結致しております。

当連結会計年度末におけるコミットメントラ

イン契約に係る借入金未実行残高等は下記のと

おりです。

コミットメントラインの総額 3,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 ― 百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 1,132百万円

賞与手当 253〃

退職給付費用 98 〃

役員退職引当金繰入 19 〃

貸倒引当金繰入 1 〃

物流費 450〃

研究開発費 1,342〃

その他 2,120〃

計 5,416〃

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 1,007百万円

賞与手当 71 〃

退職給付費用 80 〃

役員退職引当金繰入 22 〃

物流費 277〃

研究開発費 1,057〃

その他 1,695〃

計 4,214〃

※２　持分法適用関連会社富晶通科技股?有限公司の株

式売却によるものであります。

※２　―――――――――――――――――――――

※３　――――――――――――――――――――― ※３　保有有価証券の減損処理によるものであります。

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 559百万円

賞与手当 100〃

退職給付費用 51 〃

役員退職引当金繰入 9 〃

物流費 225〃

研究開発費 655〃

その他 1,079〃

計 2,680〃

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料 493百万円

賞与手当 3 〃

退職給付費用 40 〃

役員退職引当金繰入 10 〃

物流費 155〃

研究開発費 515〃

その他 846〃

計 2,066〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,386百万円

現金及び現金同等物 1,386百万円

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,708百万円

現金及び現金同等物 1,708百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４

月１日　至　平成21年９月30日）

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 69,269

第１種優先株式(株) 1,000

第２種優先株式(株) 2,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 277

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

(単位：百万円)

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 5,764 5,680 △10,030 △25 1,389

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

　 　 　 　 　

　四半期純損失(△) ― ― △2,053 ― △2,053

　増資　※ 1,000 1,000 ― ― 2,000

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

1,000 1,000 △2,053 ― △53

当第２四半期連結会計期間末残高 6,764 6,680 △12,083 △25 1,335

※　平成21年６月29日付で、富士通株式会社を割当先とする第三者割当増資による第２種優先株式の発行に伴い、総額

2,000百万円の払込みを受けました。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計

期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30

日)のいずれにおいても、当社グループは、リレー、コネクタ、入出力デバイス等の分野において、部品及び

電子応用の機器を生産販売するエレクトロニクスメーカーとして、単一の事業活動を行っており、当該事

業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,276 2,471 880 1,49612,125 ― 12,125

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,511 1,891 101 98 6,602(  6,602)―

計 11,7874,362 982 1,59418,727(  6,602)12,125

営業利益又は営業損失(△) △99 28 7 △60 △124 2 △121

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾

(2) 北米…………アメリカ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,468 1,821 551 907 8,749 ― 8,749

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,683 1,218 56 14 3,972(  3,972)―

計 8,151 3,039 608 921 12,721(  3,972)8,749

営業損失(△) △418 △95 △18 △21 △554 3 △551

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾

(2) 北米…………アメリカ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

14,8674,937 1,767 3,26424,837 ― 24,837

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

8,646 3,692 215 220 12,775( 12,775)―

計 23,5148,629 1,982 3,48537,612( 12,775)24,837

営業利益又は営業損失(△) △138 80 12 △54 △100 6 △94

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾

(2) 北米…………アメリカ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

　　 ３　会計処理の方法の変更

　　(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響

は軽微であります。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

9,876 3,236 1,007 1,83115,951 ― 15,951

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

4,757 2,249 111 17 7,135(  7,135)―

計 14,6345,485 1,118 1,84823,087(  7,135)15,951

営業損失(△) △1,413 △280 △66 △42 △1,802 4 △1,797

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・マレーシア・シンガポール・タイ・台湾

(2) 北米…………アメリカ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　 アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,798 868 1,490 5,158

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 12,125

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.0 7.2 12.3 42.5

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ

(2) 北米…………アメリカ・カナダ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,254 539 768 3,562

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 8,749

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

25.8 6.2 8.8 40.7

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ

(2) 北米…………アメリカ・カナダ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　 アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 5,530 1,729 3,245 10,505

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 24,837

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

22.2 7.0 13.1 42.3

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ

(2) 北米…………アメリカ・カナダ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　 アジア 北米 ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,990 975 1,620 6,586

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― 15,951

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

25.0 6.1 10.2 41.3

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア………中国・台湾・韓国・インド・マレーシア・シンガポール・タイ

(2) 北米…………アメリカ・カナダ

(3) ヨーロッパ…フランス・ドイツ・イギリス・オランダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

対象物の種類が通貨のデリバティブ取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて

著しい変動が認められます。

　

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

為替予約取引 　 　 　

売建 　 　 　

ドル 765 766 △1

ユーロ 796 789 7

合計 1,562 1,556 5

(注)　時価の算定方法

為替予約取引・・・先物為替相場によっております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 △31,002.10円
　

　 　

　 2,494.52円
　

　

２  １株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △3,850.82円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失であるため、記載しておりません。
　

１株当たり四半期純損失(△) △29,767.32円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失であるため、記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純損失(△)の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
(百万円)

△266 △2,053

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △266 △2,053

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 69,201.08 68,992

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失(△) △4,766.57円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失であるため、記載しておりません。
　

１株当たり四半期純損失(△) △9,534.55円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失であるため、記載しておりません。
　

(注)　１株当たり四半期純損失(△)の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)
(百万円)

△329 △657

普通株式に係る四半期純損失(△)(百万円) △329 △657

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 69,117.19 68,992

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月14日

富士通コンポーネント株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐    原    和    正    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    川    昌    美    印

　

　 　 　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

通コンポーネント株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士通コンポーネント株式会社及び連結子会

社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月13日

富士通コンポーネント株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    鈴    木    洋    二    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    角  田    伸  理  之    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    中    川    昌    美    印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている富士

通コンポーネント株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、富士通コンポーネント株式会社及び連結子会

社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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